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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 令和８年度区民評価（令和７年度事業実施分）について 

所管部課名 政策経営部 政策経営課、財政課 

内   容 

区では、区が特に注力する事業の評価活動を毎年行っている。区民評

価委員会※1による令和８年度区民評価（令和７年度事業実施分）につい

て、下記のとおり実施するため報告する。 

※１ 学識委員５名と公募委員１２名の計１７名の区民評価委員が４

つの分科会（ひと、くらし、まち、一般事務事業）に分かれて評

価を行う外部評価。 

 

１ 評価対象事業 

区民評価の対象事業は、重点プロジェクト事業および一般事務事業

の一部とし、令和８年度はア・イの基準により選定した全２７事業 

（別紙１参照）を評価する。 

ア 「足立区基本計画」「行財政運営方針」「予算のあらまし」等

で区が特に注力することとした事業 

イ 予算に対する低執行率をはじめ、事業の手法や有効性等に課題

がある事業 

※ その他、区民評価委員会からの意見も事業選定の参考としてい

る。 

 

２ スケジュール 

（１）年間の流れ 

日程 会議 

４月３０日（木） 第１回全体会 

【内容】委員委嘱、諮問書の交付等 

６月下旬 

～７月中旬 

各分科会の活動（詳細は（２）及び別紙１参照） 

【内容】視察、ヒアリング、評価を行う 

８月２１日（金） 

9 時３０分～１ 2 時００分 

第２回全体会（特別会議室） 

【内容】区民評価委員会としての評価結果をま

とめる 

９月 ３日（木） 

9 時３０分～１ 2 時００分 

区長答申・意見交換会（庁議室） 

【内容】区長答申と意見交換を行う 

※ 会議は各分科会の評価活動を除き公開。傍聴希望者多数の場合

は先着順。 
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（２）視察について 

「事業への理解をさらに深め適切な事業評価を行うため現場視察

をしたい」という区民評価委員会からのご意見により、下表のとお

り各分科会で１事業ずつ視察を行う。 

なお、視察先は委員の希望も確認したうえで決定している。 

 

《視察先一覧》           【】内は視察対象の事業名 

分科会 日程 視察先 

ひとと行財政 ６月２４日（水） 

午後 

東栗原学童保育室（東栗原小）を

見学 

【子どもの放課後の居場所支援事業】 

くらしと行財政 ７月１７日（金） 

午前 

プラスチックの中間処理及び粗大

ごみ（衣装ケース）リサイクルを

見学 

【ごみの減量・資源化の推進】 

まちと行財政 ７月１０日（金） 

午前 

江北エリアデザインによるまちづ

くりを見学（すこやかプラザあだ

ち・高野スポーツパーク等） 

【エリアデザインの推進】 

一般事務事業 ７月 ３日（金） 

午後 

足立ブランド認定企業出展の機械

要素技術展を見学（東京ビッグサ

イト） 

【足立ブランド認定推進事業】 

 

３ 今後の方針 

区民評価の実施結果については、令和８年９月総務委員会において

報告する。 
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《令和８年度 各分科会の活動》 

分科会 評価対象事業 ヒアリング日程 

ひとと 

行財政 

１ 若年者全力応援事業 ６／２４ 

（水） 

１０時００分～１１時００分 

２ 子どもの多様な体験機会の充実 １１時００分～１２時００分 

３ 妊娠期から１歳半までの切れ目のないポピュ 

レーションアプローチ 
７／ ３ 

（金） 

１１時００分～１２時００分 

４ 人材育成事務（職員研修事業、職員の能力を活かす人事） １３時００分～１４時００分 

５ 不登校児童・生徒に対する支援事業 １４時００分～１５時００分 

６ 学力向上対策推進事業（個に応じた学習を実践 

するための教員の授業力向上） 

１５時００分～１６時００分 

７ 子どもの放課後の居場所支援事業 １６時００分～１７時００分 

くらしと 

行財政 

１ エネルギー対策の推進（温室効果ガス排出削減） ６／２６ 

（金） 

０９時００分～１０時００分 

２ ごみの減量・資源化の推進 １０時００分～１１時００分 

３ 重層的支援体制整備事業 ７／ ３ 

（金） 

０９時００分～１０時００分 

４ 健康寿命を延ばす介護予防・認知症予防事業 １０時００分～１１時００分 

５ ＤＸの推進による区民サービスの向上と職員の業務効率化 ７／１０ 

（金） 

０９時００分～１０時００分 

６ ビューティフル・ウィンドウズ運動（地域防犯力

の向上・防犯まちづくり事業） 

１０時００分～１１時００分 

まちと 

行財政 

１ 区内経済の活性化 ６／２３ 

（火） 

０９時００分～１０時００分 

２ シティプロモーション事業 １０時００分～１１時００分 

３ 持続可能な移動手段の確保 １１時００分～１２時００分 

４ 地域と一体となった震災・水害対策 ６／３０ 

（火） 

１３時３０分～１４時３０分 

５ 燃えにくいまちづくりの推進 １４時３０分～１５時３０分 

６ 揺れに強い建物の促進 １５時３０分～１６時３０分 

７ エリアデザインの推進 
７／１０ 

（金） 

１１時００分～１２時００分 

一般事務 

事業 

１ こころといのちの相談支援事業 ７／ ９ 

（木） 

１３時１５分～１４時０５分 

２ 保育士確保・定着対策事業 １４時１０分～１５時００分 

３ 明るい選挙推進のための常時啓発事務 ７／１０ 

（金） 

０９時１０分～１０時００分 

４ 就学相談事業 １０時０５分～１０時５５分 

５ 伊興遺跡公園管理運営事業 １１時１０分～１２時００分 

６ 一般介護予防事業（元気応援ポイント事業） １３時００分～１３時５０分 

７ 足立ブランド認定推進事業 １３時５５分～１４時４５分 

※ 場所は南館９階会議室または８階特別会議室 

※ 「エリアデザインの推進」のヒアリング場所はすこやかプラザあだち 

別紙１ 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 
足立区×Kutoon 連携プロジェクト「子ども靴の循環モデル」の進捗

状況について 

所管部課名 
政策経営部 政策経営課 

あだち未来創造室 ＳＤＧｓ・協創推進課 

内   容 

官民共創を推進するための取組の一つとして、株式会社 SlowFastの

「子ども靴レンタルサービス（kutoon）」事業と連携した取り組みを 

行っている。今回、事業者から中間実施報告書の提出があったため、

以下のとおり報告する。 

 

１ 事業の概要 

（１）履かなくなった子ども靴を回収し、レンタルサービスを提供。

レンタルに適しないものは販売し、利益の一部を「あだち子ども

の未来応援基金」へ寄付する。 

（２）本事業を通じて、区民の環境やエシカル消費（倫理的消費）の

意識を高め、ＣＯ２排出削減を進めることを目的とする。 

（３）令和７年 10月 10日から区内６施設に設置している「子ども靴

の回収ボックス」で、各家庭で履かなくなった子ども靴の回収を

行っている。ボックスの設置期限は令和８年９月末までの予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中間実施報告（令和８年５月末現在） 

（１）子ども靴の回収数（令和７年 10月～令和８年５月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設名 回収数 

１ ギャラクシティ ７３２足 

２ 中央図書館 ６１４足 

３ 勤労福祉会館 ４８７足 

４ すこやかプラザ あだち ２４８足 

５ 竹の塚保健センター ２３５足 

６ 鹿浜いきいき館 ２０１足 

合計 ２，５１７足 

  

子ども靴回収ボックス（ギャラクシティ） 
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（２）CO2削減効果：4,546 kg-CO₂eq 

ア 上記は、利用者が新品の子ども靴を購入した場合とレンタ 

ルを利用した場合の CFP数値（品・サービスの原材料調達から

廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温

室効果ガス排出量を、CO2排出量に換算した値）の差分。 

イ 国立研究開発法人産業技術総合研究所及び環境省のデータ

ベースに基づき、事業者が試算したものであり、約 200本のス

ギの木の CO2吸収量に相当するとの報告を受けている。 

（３）レンタルサービスに適さない靴（傷が付いている等）の販売 

令和８年３月 22日開催の「ぐるぐる博 inたけのつか」にて、

「値段自由市」（お客様自身が値段を設定）として販売会を実施

した。 

ア 販売足数：150足（売上：24,000円） 

イ 売上金からの寄付：10,000円（あだち子どもの未来応援基金に充当） 

 

３ 今後の方針 

回収ボックスの設置期限終了後（令和８年 10月以降）の事業継

続について、子ども靴の回収状況を考慮するほか、区民の環境意識

の向上につながったか等をアンケートにより聴取したうえで、令

和８年８月頃を目途に判断する。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 足立区の人口動向の変化について 

所管部課名 政策経営部 政策経営課 

内   容 

前回の人口推計の実施（令和６年２月）から２年が経ち、区の人

口動向に変化が見られたため、現状について報告する。 

１ 変化が見られた主なポイント 

（１）総人口・日本人人口・外国人人口のいずれも、高位推計を

上回る増加となっている。 

（２）20 代では、23 区全体の転入超過数は令和６年に減少に転

じたが、足立区の転入超過数は増加を続けている。 

（３）30 代では、令和５年を境に転出超過から転入超過に転じ

ている。 

（４）65〜74 歳人口は減少を予測していたが、その予測をさら

に下回った。75 歳以上人口は増加を予測していたが、予測

ほどの増加ではなかった。 

➡20～30代の転入超過数の増加傾向を受け、今後、より一層

まちの魅力を向上させていくための指針を得るべく、 

足立区に転入された方及び足立区外へ転出された方を対象

とした「転出入者アンケート」の実施を検討する。 

 

２ 総人口の推移 

令和８年４月１日時点の足立区の総人口は 706,421人で、高位推

計を約 5,000人上回っている。 

【図１】 総人口の推移 

 
資料：足立区人口推計、住民基本台帳 
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３ 人口推計実施後の人口動向 

（１）出生数の推移（足立区） 

   令和５年を境に出生数は増加している。年少人口（０～14歳）

については、概ね推計どおりに推移（減少傾向）している。 

【図２】 出生数（日本人）の推移 

 

※ 令和５～６年の実績値は、都の人口動態統計に基づく 

  令和７年の実績値は、区の内部記録に基づく暫定値 

資料：足立区人口推計、東京都人口動態統計 

 

 

（２）日本人人口の推移（足立区） 

高位推計においても減少を見込んでいたが、実際の日本人人

口は増加している。 

【図３】 日本人人口の推移 

 

資料：足立区人口推計、東京都人口動態統計 

 

 

 

中位推計 

実績値 
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（３）外国人人口の推移（足立区） 

高位推計を上回る水準で外国人人口が増加している。 

【図４】 外国人人口の推移 

 

資料：足立区人口推計、住民基本台帳 

 

 

（４）転入超過数（転入者数－転出者数）の推移 

23区全体の転入超過数は令和７年に減少に転じたが、 

足立区の転入超過数は増加を続けている。 

【図５】 転入超過数（総数）の推移 

 

 資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

 

※ カッコ内は、転入超過数のうち日本人のみの数 
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（５）20代の転入超過数（転入者数－転出者数）の推移 

23区全体の転入超過数は令和６年に減少に転じたが、 

足立区の転入超過数は増加を続けている。 

【図６】 20代の転入超過数（総数）の推移 

 
   

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

（６）30代の転入超過数（転入者数－転出者数）の推移 

23区全体では、転出超過数が減少傾向にあったが、令和７年

に再び転出超過数が増加した。 

足立区では、令和５年に転出超過から転入超過に転じて以降、

転入超過数が増加し続けている。 

【図７】 30代の転入超過数（総数）の推移 

 
 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
 

 

※ カッコ内は、転入超過数のうち日本人のみの数 

※ カッコ内は、転入超過数のうち日本人のみの数 
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（７）転入者の内訳 

   都内（特に 23 区）からの転入者の割合が高く【図８】、中央

区や文京区など都心区からの転入超過数が増加している【図９】。 

【図８】 足立区転入者数（都道府県別・日本人） 

 

 

【図９】 足立区転入者数・転入超過数（23区別・日本人） 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

令和４年（2022年） 令和７年（2025年） 

転入者数 転入超過数 
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（８）65～74歳人口の推移（足立区） 

65～74 歳人口は、低位推計をわずかに下回る水準で推移（減

少）している。 

【図 10】 65～74歳人口の推移 

 

資料：足立区人口推計、住民基本台帳 

 

 

（９）75歳以上人口の推移（足立区） 

75 歳以上人口は、低位推計を下回る水準で推移（増加）して

いる。 

※  令和元年度は３年間の人口移動から推計を行ったが、令和

５年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し、１年間の人口移動から移動率（社会動態の割合）の推計

を行ったため、実態とのずれが生じたと推定される。 

【図 11】 75歳以上人口の推移 

 

資料：足立区人口推計、住民基本台帳 
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４ 今後の方針 

（１）次回の人口推計は令和９年度を予定している。今回報告した人

口動向が一時的な変化であるか見極める点からも、現行の人口推

計の実施間隔（４年）を維持することが適切と考える。 

（２）一方で、前回の人口推計（令和５年度）と実際の人口動向に乖

離が生じていることは事実であるため、要因分析を行った上で、

次回の人口推計（令和９年度）における精度の向上を目指す。 

（３）また、推計と実態の乖離への一時的な対応として、人口動態 

（人口指標の変化）を継続的にモニタリングし、人口動向（人口

動態を踏まえた全体的な人口変化の傾向）として区ホームページ

に公開し、区民や事業者への周知を図る。 

（４）今回の検証により、20～30代の転入超過数の増加傾向が確認さ

れた。今後、より一層まちの魅力を向上させていくための指針を

得るべく、足立区に転入された方及び足立区外へ転出された方を

対象とした「転出入者アンケート」の実施を検討しており、その

必要経費を６月補正予算に計上している。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 令和８年度 足立区転出入者アンケート調査の実施（案）について 

所管部課名 政策経営部 政策経営課 

内   容 

区の人口動向の変化を受け、足立区に転入された方及び足立区外へ転出

された方を対象としたアンケート調査の実施を検討しており、その経費を

６月補正予算に計上している。６月補正予算の議案が認められた際には、

以下のとおりアンケートを実施する。 

 

１ 調査背景・目的 

（１）これまでは 20～24 歳を中心に若い世代で大幅な転入超過が生じて

いた一方、０～９歳や 30～39歳は転出超過となっていた。 

（２）20 代の転入超過数は令和３年以降も増加を続ける一方、30 代でも

令和５年に転出超過から転入超過に転じて以降、転入超過数が増加し

続けている。 

（３）転出入状況の変化や要因を分析するため、アンケート調査を実施す

ることで、より一層「選ばれるまち」の実現に向けた今後の施策検討

に生かしていく。 

 

２ アンケート調査概要（案） 

項目 転入者 転出者 

対象 

令和７年５月～令和８年４

月に足立区に転入された日本

国籍を有する方 

令和７年５月～令和８年４

月に足立区外へ転出された日

本国籍を有する方 

年齢層 20歳～49歳（転入超過の傾向が見られる層） 

送付数 無作為抽出 4,000名 無作為抽出 3,000名 

想定 

回収数 
1,200名（30％想定） 900名（30％想定） 

調査方法 

調査依頼は郵送配布、回答はインターネットのみ（※） 

※ 対象が若年層であることに加え、後述のインタビュー

調査の実施を見据え、集計に時間がかからない方法を考

慮した。 

調査時期 令和８年 10月予定（回答期間は１か月間） 

質問案 

①足立区を選んだ理由 

②住まいを選ぶ際に、足立区

の住民サービスを調べたか 

③足立区に住んでみて分かっ

た良い点と悪い点 等 

①転出先の自治体を選んだ

理由 

②転出先の自治体の住民

サービスを調べたか 

③足立区に住んでいたときの

印象 等 

調査票案は８月閉会中総務委員会で報告予定 

備考 
アンケート結果の速報値を受けて、区職員によるインタ

ビュー調査（20～25名程度）を実施予定 
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３ スケジュール（予定） 

時期 内容 

令和８年 ８月中旬 総務委員会で調査票案を報告 

令和８年 10月 アンケート実施（回答期間は１か月間） 

令和８年 12月 インタビュー調査実施 

令和９年 １月中旬 総務委員会でアンケート結果の速報値を報告 

令和９年 ２月下旬 総務委員会で調査結果を報告 

 

４ 今後の方針 

調査結果を踏まえながら、より一層「選ばれるまち」の実現のために、 

どのような施策展開が必要か、議会と相談しながら検討していく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 区における東京アプリの活用について 

所管部課名 政策経営部 ＩＣＴ戦略推進担当課 

内   容 

令和７年２月に都公式「東京アプリ」がリリースされ、令和８年度

から区市町村の独自事業に「東京ポイント」付与を行うことができる

ようになった。区として「東京ポイント」を活用するメリットが大き

く、各事業で効果的な施策を生み出せる可能性があることから、以下

のとおり活用方針を定めたので報告する。 

 

１ 東京アプリの主な活用メリット 

 （１）自前でスーパーアプリを開発する必要がなく、運用経費等も負 

担する必要がない。 

 （２）ダウンロード数６４０万回を超える東京アプリ内で事業・イベ

ントや施設をＰＲすることができる。 

 （３）自前でポイント事業を構築しなくても、ポイント事業による施 

策効果を受けることができる。 

（４）景品や記念品を提供するより、ポイント付与の方が事業スキー 

ムとして簡単で、労力削減になる可能性が高い。 

 （５）事業間の相乗効果を図るためのハブとしての活用可能性がある 

（Ａ事業参加者がＢ事業にも参加したら、ポイントを付与して 

次の行動につなげるなど）。 

（６）ターゲットを絞った施策が打ちやすくなる（従来、若年者の参 

加が少ない事業に対して、若年者が参加するとポイントを受け取 

れるようにすることで参加を促進するなど） 

 

【参考】東京アプリ 

（１）概要 

デジタルの力で、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつなが 

り、より便利になったと実感していただくことを目指す東京都の 

公式アプリ 

 （２）主な機能 

   ア ポイント付与 

     社会的意義のある活動に参加した都民等へ東京ポイントを付 

与できる。 

   イ チケット交換 

都・区市町村の施設等の利用チケットへ交換できる。 

ウ ポイント交換 

民間決済事業者（ａｕ ＰＡＹ、dポイント、メルカリポイ 

ント、楽天ペイ、Ｖポイント）のポイントに交換できる。 
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※ 今後、ＰａｙＰａｙポイント及びＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴも交 

換先となる予定。 

 （３）ダウンロード数 

    約６４０万回（令和８年５月末時点） 

※ うちマイナンバーカード認証完了：約５１０万人 

※ 足立区民のダウンロード数については非公表 

 

２ 区としての東京アプリ活用方針 

（１）地域活動や社会貢献活動を始めたり、継続するきっかけとして、 

区独自にポイント付与を行う。 

 

 

（２）ポイント付与にあたっては、区の課題解決や多世代が交流でき 

るような仕組みを設ける（若年層の参加者が少ない地域活動に参 

加した若年者にポイント付与を行うなど）。 

 

 

 

 

【参考】東京ポイントの付与の基準（都作成ルール・抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記にかかわらず、特に重要な取組であり、都民等が参画するに 

当たって特別な要件を求める等により、例外的にポイント数を設定 

する必要がある場合は、都に相談のうえ、個別に調整することが可 

能。 

 

３ 東京ポイントを活用した事業の検討について 

（１）令和８年度事業 

庁内で既に独自のポイント等を付与している事業や、今後、東 

京ポイントの活用可能性のある事業を調査したうえで、年度内の 

事業化を目指し、所管課と連携して事業検討を行う。 

 

 

事業例 
学校でボランティア活動を行ってアンケートに回答し
た方にポイント付与（１,０００ポイント） 

 

事業例 
防犯ボランティアが交流する「防犯ボランティアのつ
どい」に参加してアンケートに回答した方にポイント
付与（５００ポイント） 

 

 対象事業 付与するポイント数 

１ ボランティア等の本人以外の利益に資

する活動への参加等 

１,０００ポイント 

２ モニター調査、啓発的イベントへの参加

等 

５００ポイント 

３ 商業施設での開催等、商取引があるイベ

ントへの参加等 

２００ポイント 

４ 行政への提言・提案等 １０・５０・１００・

５００ポイント 
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（２）令和９年度事業 

予算計上方法や計上の考え方、ポイント付与ルール、事業スキ 

ーム等に関する庁内説明会を６月中に開催し、令和９年度に向け 

てポイントを活用した事業の検討を進める。 

 

４ 東京アプリ活用促進に向けた区民への支援策（案） 

（１）高齢者へのスマホ購入補助事業 

東京アプリに対応するスマートフォンを初めて購入する高齢者 

に対して、購入費を助成する（上限３万円）。 

ア 対象者（下記（ア）～（エ）のいずれにも該当する方） 

（ア）足立区に住民登録がある満６５歳以上の方 

（イ）自ら使用する目的で初めて対象のスマホを購入し、通信契 

約を行った方 

（ウ）指定協力店舗で購入から申請までを原則購入日当日に実施 

  した方 

（エ）購入店舗が実施するスマホ教室を受講し「東京アプリ」「足 

    立区防災アプリ」の新規登録及び「東京都ＬＩＮＥ公式アカ 

ウント」の友だち登録をした方 

※ 購入日に店舗スタッフの支援により区へ電子申請すること

が必要 

イ 申請期間（予定） 

令和８年８月１日～令和９年３月１０日 

  ウ その他 

６月補正予算に計上し、お認めいただけた場合には実施に向

けて準備を進める。 

（２）スマホ操作に関する支援 

    スマホ教室や操作方法の相談等に関して、都事業の活用や民間 

  企業等との連携も含めて検討していく。 

 

５ 今後の方針 

 （１）東京アプリの機能は順次拡大していくことが示されている。 

このため、東京都と連携を密にし、情報収集等を進めていく。 

（２）東京アプリの活用状況については、引き続き、総務委員会で報 

告を行っていく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 
令和８年６月２５日 

件 名 自治体情報システム標準化の対応状況について 

所管部課名 政策経営部 情報システム課 

内 容 

自治体情報システム標準化の対応状況について報告する。 

 

１ 延伸となった業務システムの稼働時期 

令和７年度までに標準化が完了しなかった５つの業務について、以下のとおり

のスケジュールで対応する。 
 

稼働時期（予定） 業務名 

令和 ９年１月 （１）就学・就学援助 

令和 ９年３月 （２）健康管理 

令和１０年１月 

（３）個人住民税 

（４）軽自動車税 

※ 滞納管理機能含む 

令和１０年３月 （５）子ども・子育て支援 
 
※ （３）～（５）の業務については、令和９年度中にガバメントクラウドへ

の移転を先行して実施する。 

 

２ 地方公共団体情報システム運用最適化支援事業補助金の創設 

国の令和７年度補正予算にて国庫補助事業である「地方公共団体情報システム

運用最適化支援事業」が創設された。 

（１）補助金の概要 

標準化前（令和５年度）と標準化後（令和８年度）のシステム運用経費を比

較して、人件費や物価の高騰といった外的要因の増加分を除いた一時的な増加

分に対して１／２の額を補助する。補助を受ける条件として、自治体が令和８

年度から令和１０年度までの３年間の運用最適化計画を作成し、経費の抑制や

最適化に取り込むことが求められる。 

 

＜補助対象経費の算定イメージ＞ 

    

補助対象経費 

 

 

 Ｃ：人件費・物価高
騰を勘案して算
出した額 

   

  

Ｂ：標準化前の運用

に要した経費 

 

   

 令和５年度  令和８年度  
 
補助額＝（Ａ－Ｂ－Ｃ）×１／２ 

 

（２）今後の方針 

運用最適化計画を作成し、補助金を申請する。  

Ａ：標準化後の 

運用に要し 

た費用 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 
「あだちワンダフルＣＭグランプリ企画・運営支援業務委託」簡易型

プロポーザルの実施について 

所管部課名 政策経営部 報道広報課 

内   容 

令和６年度に簡易型プロポーザルにより決定した「あだちワンダフル

ＣＭグランプリ」の企画・運営支援業務委託を行う事業者との契約が、

令和９年３月３１日に終了となる。新たに委託事業者を選定するため、

簡易型プロポーザルを実施する。 

 

１ 業務名 

あだちワンダフルＣＭグランプリ企画・運営支援業務委託 

 

２ 業務内容 

（１）特設ホームページの作成・運営・保守 

（２）ワークショップ【年２回以上（大人、子供向け各１回）】の企画・ 

運営支援 

（３）Ｈｏｗ ｔｏ動画の作成（動画作成支援） 

（４）募集ＣＭの作成 

（５）受賞作品のオープニング動画作成 

（６）表彰式の運営支援・受賞作品ロール動画作成 

（７）その他、事業の企画 

 

３ 業務期間 

令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 

※ 毎年度開催する評価委員会の評価が良好な場合に限り、予算の

範囲内で契約を更新できる。更新は２回を限度とする（最長３年

間）。評価委員会では、外部の方から意見を聴取する。 

 

４ 選定会議委員 

委員区分 人数 役 職 

区職員 ３名 管理職 

 

５ 今後の予定 

９月下旬        第１回選定会議（応募要件等の決定） 

１０月中旬～１１月上旬 事業者募集 

１１月中旬       第２回選定会議（提案書提出者選定） 

１１月下旬       選定結果公表 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 
足立区外へ向けたシティプロモーション支援業務委託の公募型プ

ロポーザルによる事業者の特定結果について 

所管部課名 政策経営部 シティプロモーション課 

内   容 

１ 業務概要 

（１）業務目的 

メディアにおける足立区のプラスの情報の露出・拡散を柱とし

たプロモーションを展開することで、足立区のイメージを向上さ

せる。 

（２）業務名 

足立区外へ向けたシティプロモーション支援業務委託 

（３）業務期間 

   令和８年６月５日から令和９年３月３１日まで 

（４）主な業務内容 

ア メディアアプローチの実施 

（ア）時期・ターゲットに応じた戦略的・効果的なメディアアプ  

ローチの全体計画の作成及び進捗管理。 

（イ）ＰＲ案件ごとにメディア（首都圏のテレビ局等）を選定し、

取材誘致を実施。 

イ 記事広告・タイアップ記事の掲載 

子育てしやすいまちのイメージ定着を図るための記事をＷＥ

Ｂ・雑誌媒体で掲載する。 

ウ 効果測定 

実行したアクションごとの広告換算値やアクション数など、

定量化できる数値効果の測定・分析。 

 

２ 特定した相手方 

（１）事業者名 株式会社フルハウス 

（２）所在地  東京都港区北青山一丁目３番６号 

 

３ 特筆すべき提案概要、評価した理由・ポイント 

首都圏のテレビ局等と強固なリレーションを築いており、効果的

なメディア露出を見込むことができる。 

 

４ 被特定者が提案した参考見積り金額 

  １３，０００，０００円（消費税込） 

 ※ 提案限度価格 １３，０００，０００円（消費税込） 
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５ 特定までの経緯 

（１）公募期間 

   令和７年１２月２４日から令和８年１月１５日まで 

（２）選定委員会 

ア 委員会開催状況 

 開催日 内容 審査事業者数 

第 

１回 
１２月１９日 

選定方法や評価項目等

の確認 
― 

第 

２回 
２月２６日 

第一次選考（提案書提

出者の選定：書類選考） 
６事業者 

第 

３回 
４月１０日 

第二次選考（事業者の

特定：プレゼンテーシ

ョン、ヒアリング） 

３事業者 

（１者辞退） 

 

イ 委員構成（計５名） 

区 分 氏名 職名 

学識 

経験者 
青木 洋高 

文教大学 国際学部 

国際観光学科 専任講師 

区民 

吉満 明子 
株式会社センジュ出版 

代表取締役 

鶴巻 俊治 
まちづくりカウンセラー 

一級建築士 

区職員 
楠山 慶之 子ども家庭部長 

片岡 則彰 報道広報課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 審査項目及び審査結果 

別紙「足立区外へ向けたシティプロモーション支援業務委託

プロポーザル提案書提出者選定結果（第一次）及び提案書特定

結果（第二次）」のとおり 

 

６ 今後のスケジュール 

令和８年６月～ プロモーション施策の実施 

 

 

【参考】プロポーザル実施の背景 

① 本業務委託により、令和６年度「ワケあり区、足立区。」とい

うキャッチコピーのもと、区外に向けたシティプロモーショ

ンを本格始動した。 

② こうした取り組みや、令和７年度の千住宿開宿４００年に伴

うプロモーションの効果もあり、区外在住者の足立区のイメ

ージは「良い」が上昇し、「悪い」が低下している。 
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③ 足立区外に対するイメージ調査から、イメージ向上には「足

立区に関する良い情報の見聞き」が重要であることが分かっ

ており、更なる露出拡大に向け、メディアに知見を持つ事業

者を選定する必要があったため、公募型プロポーザルを実施

した。 
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足立区外へ向けたシティプロモーション支援業務委託プロポーザル提案書提出者選定結果（第一次） 

評価
項目

評価事項 指標 最高点
株式会社

フルハウス
C社 Ｄ社 E社 Ａ社 Ｆ社

1
経営
規模

経営規模は妥当か 資本金、売上高 50 50 50 30 30 0 0

専門分野の職員数及
び業務実施の体制 75 60 57 54 54 45 42

責任者、業務担当者
の経験・実績 75 57 57 51 51 45 45

3
履行
保証力

履行保証の面で心配がな
いか

自己資本比率 25 25 25 15 15 0 0

4
業務執行
技術力

当該業務を遂行するため
に必要な知識・経験を有
しているか

同種・類似業務の実
績 275 220 220 220 220 176 165

412 409 370 370 266 252

１位 ２位 ３位 ３位
５位

（非選定）
６位

（非選定）

業務
遂行力

2 業務遂行体制は妥当か

※　６者すべて足立区内に本店・支店がないため、加算なし

総合計
（満点＝500）

順位
（合計得点が６割以上の上位５者を選定）

別紙１
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1 業務の理解度 業務の理解度は十分か

業務実施の方針内容について、足立区シ
ティプロモーション戦略方針、広報・メ
ディア戦略、本委託に係る説明書及び足立
区の資源や取り組みなどを充分理解した上
で提示しているか

50 46 38 38

2 業務遂行能力
業務を遂行する体制は妥当か
また、業務実績や類似案件の経
験は本件の企画や履行に有効か

・業務実施の体制及び従事者の経験・
　実績は十分か
・業務実績や類似案件の経験を活かし、
　本件の安定した企画や履行を実施
　できるか

75 66 57 51

3
提案内容の
的確性

業務の実施手順は妥当か
実施フロー・スケジュールの妥当性、的確
性、実現性 25 18 18 20

メディアアプローチについて、
足立区のプラスの情報を最大限
露出させ、認知度向上が図れる
実現的かつ具体的な提案となっ
ているか

・アプローチするメディアや手法に、
　実現性があり、効果が見込めるか
・目標設定が妥当か

200 160 152 136

記事広告・タイアップ記事の掲
載について、テーマを効果的に
訴求できる実現的かつ具体的な
提案となっているか

・企画及び手法が実現的・具体的で、
　効果が見込めるか
・目標設定が妥当か

50 36 36 40

5 コスト コストは妥当か 提案見積価格 25 5 5 5

6 法令遵守
個人情報保護・情報セキュリ
ティに関する対策を講じている
か

内規や方針内容は妥当か 25 25 25 25

7 説得力

提案書が分かり易く、説明に説
得力があるか、論理的か
また、論理的思考に基づき冷静
に議論できるか

・資料の正確性など
・ヒアリング内容（プレゼンテーショ
  ン等）における説明能力や業務への
  意欲、理解度、論理性、態度

50 40 40 34

396 371 349 辞退

１位 ２位 ３位

4
提案企画の
具体性

Ｅ社
株式会社

フルハウス
Ｃ社

総合計（満点＝500）

順位

※　３者すべて足立区内に本店・支店がないため、加算なし

足立区外へ向けたシティプロモーション支援業務委託プロポーザル提案書特定結果（第二次）

評価項目 評価の視点 Ｄ社指標 最高点

別紙２
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年６月２５日 

件   名 令和８年度「ぐるぐる博 inアヤセ２０２６」の開催について 

所管部課名 あだち未来創造室 ＳＤＧｓ・協創推進課 

内   容 

「良人良店」をテーマに、自分の好きなこと・得意なことを通じて、来

場者に「想い」を伝えるイベント「ぐるぐる博 inアヤセ２０２６」の開

催について、下記のとおり報告する。 

なお、令和５年度から開始して、今年で４回目の開催となる。 

 

１  日時・場所 

（１）日時 

令和８年１１月２９日（日）１０時～１５時３０分 

小雨決行・雨天中止 

（２）場所 

都立東綾瀬公園ハト広場・綾瀬駅前東口交通広場 

 

２ 出店募集 

（１）出 店 数 

８０ブース程度（キッチンカー含む） 

（２）募集開始 

７月１０日から公募開始（先着順） 

※ 出店者については全体説明会を実施する。 

 

【昨年度実績（11/29）】 

開催場所：区立しょうぶ沼公園 

出 店 数：８２ブース（キッチンカー含む） 

来場者数：約７，０００人 

 

３ 今後の方針 

なるべく多くの方に出店していただけるよう、レイアウトを工夫した。

イベントの安全管理を第一優先に開催する。 
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